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   平戸荘障害者短期入所運営規程  

（事業の 目的 ）  

第１条  この規程 は，社会 福 祉法人白 寿会 が開設 す る平戸 荘シ ョート ステイセ ン

ター（以下「事 業所 」い う。）が 行う 障 害者短期 入所 事業（ 以下「事業 」と い

う。）の 適正 な運営 を 確保する ため に人員 及び管理・運営 に関 する事項 を定 め，

利 用 者 の意 思 及 び 人 格 を 尊重 し ， 利 用 者 の 立 場に 立 っ た ， 適 切 か つ円 滑 な指

定短期入 所の 提供を 確保する こと を目的 とする。  

 

（運営の 方針 ）  

第２条  事業 所は， 利用者の 心身 その他 の状況及 びそ の置か れている 環境 に応

じて，必 要な 保護を 適切に行 うも のとす る。  

２  事業 の実 施に当 たっては ，関 係市町 村，地域 の保 健・医 療・福祉 サー ビス

機関と連 携を 図り， 総合的な サー ビスの 提供に努 める ものと する。  

３  前２ 項の 他、関 係法令等 を遵 守し、 事業を実 施す るもの とする。  

 

（事業所 の名 称及び 所在地）  

第３条  事業 を行う 事業所の 名称 及び所 在地は， 次の とおり とする。  

（ 1）名称  

  平戸 荘シ ョート ステイセ ンタ ー  

（ 2）所在 地  

  長崎 県平 戸市紐 差町４５ ０番 地  

 

（従業者 の職 種、員 数及び職 務内 容）  

第４条  事業 所に勤 務する従 業者 の職種 、員数及 び職 務内容 は、次の とお りと

する。た だし、 従業 者は指定 介護 老人福 祉施設（ 特別養 護老 人ホーム 平戸

荘）職員 を兼 務する 。  

 

  （１ ）管 理者（ 施設長） １名  

      管理者 は、障害 者総 合支援 法その他 関係 法令の 規定に従 い、 職員

を指揮 監督 して 施設 の運営 管理 に従 事す るとと もに 、地 域社 会及び

関係機 関と の連 絡調 整にあ たる 。 管 理者 に事故 ある とき は、 あらか

じめ管理 者が 定めた 職員が管 理者 の職務 を代行す る。  

（２）事 務職 員          3 名  

      事務職 員は、 管 理者 の指示 を受け、 施設 の運営 管理に係 る庶 務及

び財務事 務に 従事す る。  

  （３ ）生 活相談 員         １名  

      生活相 談員は、 利用 者の入 退所、生 活相 談及び 援助の企 画立 案・

実施並び に職 種間サ ービス提 供上 の連絡 調整に従 事す る。  

  （４ ）介 護支援 専門員兼 介護 職員  1 名 (常勤 )  

    計画 作成担 当者兼介 護職 員は、 生活相談 員と 連携を 図り、利 用者
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の ニ ー ズ に 応 え る と と も に 利 用 者 の 介 護 支 援 に 関 す る 業 務 に 従 事

する。介 護職 員の指 導及び相 談、 援助に 従事する 。  

（５）介 護職 員          20 名以上 (常勤換 算 )  

      介護職 員は、利 用者 の日常 生活の援 助及 び相談 に従事す る。  

（６）看 護職 員          2 名以上 (常 勤換算 )  

      看護職 員は、医 師の 指示 に 従い常に 利用 者の健 康状態に 応じ て そ

の看護及 び保 健衛生 に従事す る。  

（７）機 能訓 練指導 員       1 名以上 (常 勤換算 )  

      機能訓 練指導員 は、 利用者 の機能回 復、 機能維 持に必要 な訓 練及

び指導に 従事 する。  

  （８ ）医 師            １名 (非 常勤 )  

      医師は 、利用 者の 診療及 び 保健衛生 の管 理指導 の業務に 従 事 する 。 

  （９ ）栄 養士           1 名以上 (常勤 換算 )  

      栄養士 は、利用 者の 献立作 成、利用 者へ の栄養 指導、栄 養相 談、

栄養アセ スメ ントな どを行う 。  

  （ 10）調理 職員          7 名 (常勤 5 名・非 常勤 2 名 )  

      調理職 員は、栄 養 士 の指示 を受けて 給食 業務に 従事する 。  

  （ 11）そ の他の 職員        2 名（非常勤 2 名）  

      主に施 設内の清 掃お よび洗 濯業務に 携わ るとと もにその 他の 指示  

に従い業 務に 従事す る。  

   

      

 

 ２  前 項に 定める もののほ か、 必要が ある場合 は、 定員を 超え又は その 他の

職員をお くこ とがで きる。  

 

（空床利 用）  

第５条  事業 の利用 者は事業 所の 空床を 利用する 。  

 

（指定短 期入 所の内 容）  

第６条  指定 短期入 所の内容 は， 次のと おりとす る。  

（ 1）食事 の提供  

（ 2）入浴 又は清 拭  

（ 3）身体 等の介 護  

（ 4）機能 訓練  

（ 5）生活 相談  

（ 6）健康 管理  

（ 7）送迎 サービ ス  

 

（利用者 から 受領す る費用の 種類 及びそ の 額）  
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第７条  指定 短期入 所を提供 した 際には 、 事業所 が介 護給付 費を市町 村か ら法

定代理受 領す る場合 、 利用者 又は その扶 養義務者 から 利用者 負担額 と して 、

介護給付 費対 象サー ビス利用 料を 全体 の 1 割の額を 支払い を受ける もの とす

る。  

２  法定 代理 受領を 行わない 指定 短期入 所を提供 した 際は、 前項に掲 げる 利用

者負担額 の他 、利用 者から障 害者 総合支 援法第２ ９条 第３項 に規定す る額 の

支払いを 受け るもの とする。  

３  次に 定め る費用 について は， 利用者 から徴収 する 。  

（ 1）食事 の提供 に 係る食材 料費   

１食につ き  朝食１ ２０円、 昼食 ３００ 円、夕食 ２８ ０円  

食事提供 体制 加算が ない場合  

      朝食４ ００円、 昼食 ６１０ 円、夕食 ５３ ０円  

（ 2）滞在 費            

1 日につき  光熱水 費  ３６ ０円  

（ 3）日用 品費の 実 費  

（ 4）その 他の日 常 生活にお いて 通常必 要となる もの に係る 費用であ って ，その

利用者に 負担 させる ことが適 当と 認めら れるもの の実 費  

４  前項 の費 用の支 出を受け る場 合には ，あらか じめ 利用者 又はその 扶養 義務

者に対し て説 明し た 上で，同 意を 得るも のとする 。  

５  第１ 項か ら第３ 項までの 費用 の支払 いを受け た場 合は、 利用者又 はそ の扶

養義務者 に対 し領収 証を交付 する ものと する。  

 

（通常の 事業 の実施 地域）  

第８条  通常 の事業 の実施地 域は ，平戸 市 の平戸 中学 校区、 中野中学 校区 、中

部中学校 区、 南部中 学校区、 野子 小中学 校区 とす る。  

 

（サービ ス利 用に当 たって の 留意 事項）  

第９条  当事 業所ご 利用の際 に留 意いた だく事項  

 ・面会         来 訪者 は、面 会時間（ ８： ００～ ２１： ０ ０） を尊

重し、必 ずそ の都度 「面会簿 」に 記入す る。宿泊 を

希望され る場 合は、 職員へ連 絡の こと  

 

 ・外出、外泊      外 出、外 泊の 際は、「外出、外泊 届」に記 入し提 出す

ること。  

 

 ・飲酒 、喫 煙      喫 煙は 決めら れた場所 （機 能訓練 質、玄関 ロビ ー）

以外では 遠慮 願う。  

            飲 酒は 、食堂 を利用す るこ と。  

 

 ・設備 、器 具の利 用   事 業所 内の備 品や器 具 は本 来の用 法にした がっ て利
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用するこ と。 これに 反した利 用に より破 損等が生 じ

た場合は 、賠 償して いただく こと がある 。  

 

 ・金銭 、貴 重品の 監理  利 用者 が所持 する金銭 、貴 重品は 、各自で 管理 する

こと。な お、 当施設 では責任 を負 いかね る  

            利 用者 本人で の管理が 困難 な場合 は、生活 相談 員に

相談する こと 。  

 

 ・迷惑 行為 等      騒 音等 他の利 用者の迷 惑に なる行 為は遠慮 願う 。  

 

 ・宗教 活動 、政治 活動  事 業所 内で他 の利用者 に対 する宗 教活動お よび 政治

活動は遠 慮願 う。  

 

 ・ペッ ト        施 設内 でのペ ットの飼 育は 断る。  

 

（緊急時 にお ける対 応方法）  

第 10 条  指定短 期 入所の提 供中 に，利 用者の病 状に 急変，その他緊 急事 態が生

じたとき は， 速やか にあらか じめ 事業所 が定めた 協力 医療機 関への連 絡を 行

う等の必 要な 措置を 講ずると とも に，管 理者に報 告す る。  

 

（非常災 害対 策）  

第 11 条  事業所 は ，非常 災害に 関する 具体的計 画を 立てて おくとと もに ，非常

災害に備 える ため ，定期的に 避難 ，救 出 その他必 要な 訓練を 行うもの とす る。  

 

（虐待防 止に 関する 事項）  

第 12 条  事業所 は 、利用 者の人 権の擁 護・虐 待等の 防止の ため次の 措置 を講ず

るものと する 。  

（１）虐 待を 防止す るための 従業 者に対 する研修 の実 施  

（２）利 用者 及びそ の家 族か らの 苦情処 理体制の 整備  

（３）そ の他 虐待防 止のため に必 要な措 置  

２  事業 所は 、サー ビス提供 中に 、当該 事業所従 業者 又は養 護者（利 用者 の家

族等高齢 者を 現に養 護する者 ）に よる虐 待を受け たと 思われ る利用者 を発 見

した場合 は、 速やか に、これ を市 町村に 通報する もの とする 。  

 

 

（苦情解 決）  

第 13 条  提 供した 指定短期 入所 に関す る利用者 等か らの苦 情に迅速 かつ 適切

に対応す るた めに、 苦情を受 け付 けるた めの窓口 を設 置する ものとす る。  

２  提供 した 指定短 期入所に 関し 、障害 者 総合支 援法 第１０ 条第１項 の規 定に

より市町 村が 行う 報 告若しく は文 書その 他の物件 の提 出若し くは提示 の 命 令
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又は当該 市町 村の職 員からの 質問 若しく は照会に 応じ 、及び 利用者か らの 苦

情に関し て市 町村が 行う調査 に協 力する とともに 、市 町村か らの指導 又は 助

言を受け た場 合は 、当該指導 又は 助言に 従って必 要な 改善を 行うもの とす る。 

３  社会 福祉 法第８ ３条に規 定す る運営 適正化委 員会 が同法 第８５条 の規 定に

より行う 調査 又はあ っせんに でき る限り 協力する もの とする 。  

  

（従業者 の研 修）  

第 14 条  事業所 は，従 業者の 質的 向上を 図るため の研 修の機 会を次の とお り設

けるもの と、 また、 業務の執 行体 制につ いても検 証、 整備す る。  

（ 1）採用 時研修  採用後６ か月 以内  

（ 2）継続 研修   年  ７日  

 

 

（その他 運営 につい ての重要 事項 ）  

第 15 条  事業所 は ，利用 者に対 し適切 な指定 短 期入 所を提 供できる よう ，従業

者の勤務 の体 制を定 めておく もの とする 。  

２  従業 者は ，業務 上知り得 た利 用者又 はその家 族の 秘密を 保持する 。  

３  従業 者で あった 者に，業 務上 知り得 た利用者 又は その家 族の秘密 を保 持さ

せ る た め， 従 業 者 で な く なっ た 後 に お い て も これ ら の 秘 密 を 保 持 する べ き旨

を，従業 者と の雇用 契約の内 容と する。  

４  事業 所は ，従業 者，設備 ，備 品 及び 会計に関 する 諸記録 を整備す る。  

５  事業 者は ，利用 者に対す る指 定短期 入所の提 供に 関する 諸記録を 整備 し、

当該指定 短期 入所を 提供した 日よ り５年 間保存す る。  

６  この 規程 に定め る事項の ほか ，運営 に関する 重要 事項は 社会福祉 法人 白寿

会と事業 所の 管理者 との協議 に基 づいて 定めるも のと する。  

 

 

 附則  

１  この 規程 は，平 成 ２１年 ４月 １日か ら施行す る。  

２  この 規程 は，平 成 ２２年 ４月 １日か ら施行す る。  

３  この 規程 は，平 成 ２２年 １２ 月１４ 日から施 行す る。  

４  この 規程 は、平 成２４年 ４月 １日か ら施行す る。  

５  この 規程 は、平 成２５年 ５月 １日か ら施行す る。  

６  この 規程 は、平 成２６年 ４月 １日か ら施行す る。  

７  この 規程 は、平 成２８年 １月 １日か ら施行す る。  

８  この 規程 は、 2017（平成 29）年 4 月 1 日から施 行する 。  

９  この 規程 は、 2018（平成 30）年 4 月 1 日から施 行する 。  

10 この 規程 は、 2019（平成 31）年 4 月 1 日から施 行する 。  

11 この 規定 は、 2020 (令和 2) 年 3 月 1 日から施行 する。  

12 この 規定 は、 2020 (令和 2) 年 12 月 1 日から施 行する 。  



6 

13 この 規定 は、 2021 (令和 3) 年 8 月 1 日から施行 する。  


